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中
国
簡
贖
研
究
の
現
状

一
、
序

説

こ
こ
に
中
国
簡
積
と
い
う
の
は
、
竹
簡
又
は
木
贖
を
書
写
材
料
と
し
、
そ
れ

に
中
国
文
を
書
い
た
も
の
を
指
し
て
い
る
。
日
本
に
お
い
て
は
木
簡
と
い
う
用

語
が
普
及
し
て
い
る
が
、
原
義
的
に
は
竹
の
ふ
だ
が
簡
、
木
の
ふ
だ
が
贖
、
あ

る
い
は
札
と
よ
ば
れ
る
の
で
、
簡
贖
と
称
し
た
。

木
簡
学
の
対
象
は
、
地
域
的
に
い
え
ば
、
必
ず
し
も
中
国
、
朝
鮮
、
日
本
に

限
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
中
国
文
簡
憤
と
伴
出
す
る
も
の
の
中
に
は
カ
ロ
ス

テ
ィ
ー
文
木
贖
が
あ
り
ｒ‐、翌
西
夏
文
木
煩
も
出
上
し
て
い
る
喝
、
い
わ
ゆ
る
西
域

探
検
の
最
初
に
発
見
さ
れ
て
注
目
を
あ
つ
め
た
パ
ワ
ー

・
マ
ニ
ュ
ス
ク
リ
プ
ト

Ｇ
ｏ
雪
Ｒ

〓
”
β
岳
ｏ■“！
）
を
始
め
、
後
の
貝
多
羅
も
木
を
書
写
材
料
と
す
る
も

９

の
で
あ
る
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
チ
ェ
ス
タ
ー
ホ
ル
ム
に
お
い
て
発
見
さ
れ
た
ロ
ー

マ
時
代
の
ラ
テ
ン
語
文
木
贖
も
書
写
材
料
と
し
て
み
れ
ば
同
様
で
あ
る
。
ラ
テ

ン
語
木
贖
が
日
本
の
木
簡
学
の
対
象
に
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
こ
れ
が
欧
米
に

お
い
て
パ
ピ

ロ
ロ
ジ
ー
、
或
い
は
パ
ラ
エ
オ
ロ
ジ
ー
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
以

上
は
、
木
簡
学
の
近
接
科
学
と
し
て
こ
れ
ら
の
学
問
を
認
識
し
て
お
く
必
要
が

大
　
庭

脩

０

あ
る
だ
ろ
う
。
少
く
と
も
、
書
写
材
料
と
し
て
木
が
こ
れ
だ
け
広
い
地
域
に
利

用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
れ
ば
、
中
国
に
お
い
て
竹
を
書
写
材
料
と
し
て
使
用

す
る
こ
と
が
、
む
し
ろ
中
国
の
地
域
的
特
殊
性
と
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。

さ
て
、
文
献
上
に
残
っ
て
い
る
簡
贖
出
土
の
記
録
は
別
と
し
て
、
現
実
に
簡

贖
が
発
見
さ
れ
、
そ
の
簡
債
の
実
物
を
実
見
で
き
る
の
は
、
今
世
紀
に
入
っ
て

か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
中
国
簡
債
研
究
は
、
新
し
い
学
問
で
あ
る
と
い

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
研
究
は
、
新
資
料
の
発
見
に
と
も
な
っ

て
発
展
を
と
げ
て
き
た
。

中
国
簡
蹟
発
見
の
歴
史
は
、

一
九
四
九
年
の
中
華
人
民
共
和
国
成
立
以
前
と

以
後
、
ほ
ば
今
世
紀
の
前
半
と
後
半
で
そ
の
傾
向
を
異
に
す
る
。

ま
ず
発
掘
者
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
世
紀
前
半
で
は
そ
の
多
く
が
中
国
人
以
外

の
人
の
手
に
よ
っ
て
発
掘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

一
九
世
紀
末
か
ら
盛
ん

に
な
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
中
央
ア
ジ
ア
探
検
の
探
検
隊
が
発
据
し
た
も
の

が
ほ
と
ん
ど
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
発
掘
さ
れ
た
簡
贖
そ
の
も
の
は
、

ほ
と
ん
ど
が
今
、
中
国
大
陸
に
は
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
今
世
紀
後
半
で
は
、
す
べ
て
中
国
人
民
の
手
に
よ
っ
て
発
掘

さ
れ
、
従

っ
て
簡
績
は
す
べ
て
中
国
大
陸
内
に
お
い
て
保
存
さ
れ
て
い
る
。



世
紀
前
半
で
は
、
中
央
ア
ジ
ア
探
検
隊
の
手
に
よ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
た

め
、
出
土
地
は
中
国
西
部
な
い
し
西
北
部
、
甘
粛
省
、
新
彊
ウ
ィ
グ
ル
自
治
区

で
あ
る
。
こ
れ
は
主
に
砂
漠
地
帯
、
乾
燥
地
帯
で
あ
る
か
ら
、
簡
蹟
は
極
度
の

乾
燥
状
態
に
お
か
れ
た
結
果
残
っ
た
も
の
で
あ
り
、
従

っ
て
そ
の
保
存
に
は
特

別
な
処
理
を
要
し
な
い
。
　
　
　
（

世
紀
後
半
で
は
、
考
首
学
的
な
調
査
が
中
国
全
土
で
進
ん
だ
結
果
、
従
来
と

同
様
甘
粛
省
な
ど
で
も
発
見
さ
れ
て
い
る
が
そ
の
ほ
か
に
、
湖
北

・
湖
南

。
江

蘇

。
山
東
な
ど
の
各
省
か
ら
出
土
し
、
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
す
べ
て
首
墓
の
中

か
ら
発
見
さ
れ
る
が
、
墓
内
に
何
か
の
理
由
で
水
が
浸
入
し
、
水
に
漬
か
っ
た

状
態
か
、
あ
る
い
は
偶
然
的
に
湿
気
が
適
当
な
状
態
で
あ
っ
た
結
果
残
っ
た
も

の
で
、
従

っ
て
出
土
簡
贖
の
保
存
に
は
何
ら
か
の
処
置
を
必
要
と
す
る
。

世
紀
前
半
の
簡
積
の
出
土
地
は
、
漢
代
の
国
境
防
衛
線
の
障
塞

（と
り
で
）
や

峰
隧

（み
は
リ
ム２

の
遺
址
―
―
す
な
わ
ち
敦
違
漢
簡
、
居
延
漢
簡
、
ロ
プ
ノ
ー

ル
湊
簡
な
ど
―
―
、
晋
代
の
都
市
の
遺
址
―
―
す
な
わ
ち
楼
蘭
晋
簡
、

ニ
ヤ

晋

・
唐
簡
な
ど
―
―
、
つ
ま
り
広
範
な
フ
ィ
ー
ル
ド
で
発
見
さ
れ
る
の
が
ほ
と

ん
ど
で
、
墓
内
か
ら
出
土
し
た
も
の
は
極
め
て
稀
―
―
楽
浪
彩
饉
塚
、
ニ
ヤ
晋

墓
―
―
で
あ
っ
た
。
後
半
に
な
る
と
、
甘
粛
省
に
お
い
て
も
フ
ィ
ー
ル
ド
の
ほ

か
に
古
墓
か
ら
も
出
土
し
、
そ
の
他
の
諸
省
の
出
土
は
す
べ
て
首
墓
か
ら
で
あ

る
。
こ
れ
は
中
国
考
古
学
の
発
達
の
成
果
で
あ
り
、
今
世
紀
の
残
る
二
十
年
の

間
に
は
、
簡
蹟
の
出
土
す
る
省
は
更
に
拡
大
す
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

こ
う
い
う
出
土
地
の
多
様
化
は
、
当
然
簡
蹟
に
記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
に
も

多
様
性
を
見
せ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
に
す
る
。
出
土
地

の
多
様
化
は
、
出
土
衛
績
の
時
代
の
幅
を
広
げ
た
。
具
体
的
に
は
従
来
漢
晋
時

代
に
限
っ
た
も
の
が
、
楚
簡
を
中
心
と
す
る
戦
国
時
代
の
も
の
が
発
見
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
漢
代
以
前
と
い
う
意
味
で
は
湖
北
省
雲
夢
県
の
秦
簡
の
出
土

も
、
こ
の
特
色
に
加
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
、
世
紀
前
半
に
は
出
土
地

が
甘
粛

。
新
彊
地
方
に
限
ら
れ
て
い
た
た
め
、
往
時
書
写
材
料
は
主
と
し
て
そ

の
地
域
で
調
達
し
た
せ
い
か
木
が
ほ
と
ん
ど
で
、
竹
は
稀
で
あ
っ
た
の
が
、
竹

簡
の
出
上
が
相
当
な
量
に
の
ば
る
の
も
後
半
の
特
色
と
い
っ
て
よ
い
。

か
く
し
て
約
八
〇
年
の
間
に
戦
国
時
代
か
ら
晋
代
ま
で
に
限
っ
て
約
四
万
点

今
つ
ち
竹
簡
約
七
千
点
）
の
簡
贖
を
我
わ
れ
は
資
料
と
し
て
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
れ
ら
の
簡
贖
の
研
究
の
発
展
は
、
年
代
別
、
地
域
別
、
簡
積
の
肉
容
別
な
ど

い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
述
べ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
年
代
を
次
の

よ
う
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
ず

一
九
四
二
年
以
前
が
第

一
期
で
あ

る
。
こ
の
間
に
は
、

一
九
二

一
年
に
居
延
漢
簡
が
発
見
さ
れ
、
北
京
で

一
部
釈

読
が
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
戦
禍
が
及
ん
だ
こ
と
に
よ
っ

て
中
断
し
、
居
延
漢
簡
は
な
お
利
用
で
き
る
状
態
に
は
な
く
、
従
っ
て
研
究
対

象
に
な
る
の
は
ア
ウ
レ
ル
・
ス
タ
イ
ン
（＞
氏
郎

め
けＯ
μこ

第
二
次
探
検
発
見
の

敦
爆
決
簡
、
ス
タ
イ
ン
、
ス
ウ
ェ
ン
・
ヘ
デ
ィ
ン

（∽
る
０

〓
＆
μ．じ

発
見
の

楼
蘭
晋
簡
、
ス
タ
イ
ン
発
見
の
ニ
ヤ
晋
簡
の
約

一
千
点
余
の
簡
積
で
あ
っ
た
。

一
九
四
二
年
、
労
軟
氏
の
居
延
漢
簡
の
釈
文
が
始
め
て
公
刊
さ
れ
、
以
後
同

氏
の
居
延
漢
簡
を
用
い
た
研
究
論
文
が
盛
に
発
表
さ
れ
る
。
写
真
の
公
判
は
は

る
か
に
遅
れ
る
が
、
こ
こ
で
居
延
漢
簡

一
万
点
が
研
究
対
象
に
加
わ
り
、
簡
蹟

研
究
は

一
つ
の
盛
期
を
迎
え
る
。
こ
の
時
期
は

一
九
七

一
年
ま
で
と
考
え
る
。
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こ
の
間
武
威
漢
簡
そ
の
他
が
出
土
す
る
が
、
簡
蹟
資
料
は
特
に
大
き
な
増
加
を

見
る
に
い
た
ら
な
い
。

第
三
期
は

一
九
七
二
年
以
降
今
日
を
含
む
時
期
で
あ
る
。

一
九
六
六
年
以
降

文
化
大
革
命
の
期
間
、
資
料
は
飛
躍
的
に
増
大
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
な
お

公
刊
さ
れ
ず
、
「
文
物
」
「
考
古
」
の
復
刊
が

一
九
七
二
年
で
あ
る
こ
と
が
象
徴

す
る
よ
う
に
、
こ
の
時
以
後
よ
う
や
く
発
掘
資
料
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
区
分
の
方
法
は
、
最
も
重
要
な
釈
読
の
作
業
を
研
究
期
間

に
包
合
し
な
い
点
で
問
題
が
あ
る
が
、
あ
え
て
除
外
し
て
み
た
の
は
釈
文
の
発

表
、
資
料
の
全
面
公
開
を
も
っ
て

一
般
的
研
究
の
開
始
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、

そ
れ
あ
っ
て
こ
そ
基
礎
的
な
釈
読
作
業
が
永
遠
不
滅
の
名
誉
と
価
値
を
持
つ
と

考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

な
お
本
稿
は
何
分
紙
面
に
限
り
が
あ
る
か
ら
、
中
国
簡
贖
の
出
土
地
、
出
土

時
期
な
ど
に
つ
い
て
は

一
覧
表
を
か
か
げ
る
こ
と
に
し
て
特
に
叙
述

は
し

な

い
。
よ
り
詳
細
な
こ
と
は
拙
著

『木
簡
』
盆
九
七
九
年
二
月
、
学
生
社
刊
）
を
見
ら

れ
た
い
。
ま
た
研
究
文
献
は
必
要
な
最
少
限
度
に
ふ
れ
る
の
み
に
す
る
の
で
、

別
に
拙
稿

「
中
国
出
土
簡
蹟
研
究
文
献
目
録
」

（
一
九
七
九
年
二
月
、
関
西
大
学
文

￥
論
集
第
二
八
巻
第
四
号
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

二
、
敦
爆
漢
簡

・
楼
蘭
晋
簡

―
―

一
九
四
二
年
以
前
の
研
究
―
―

中
国
簡
贖
の
出
土
は
一
九
〇
一
年
に
は
じ
ま
る
。
二
月
二
日
、
彼
の
第
一
次

中
央
ア
ジ
ア
探
検
中
で
あ
っ
た
ア
ウ
レ
ル
・
ス
タ
イ
ン
は
、
タ
ー
リ
ム
盆
地
南

縁
の
、
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
砂
漠
に
埋
没
し
て
い
た
ニ
ヤ
遺
跡
を
調
査
し
て
い
て
、

ニ
ヤ
�
と
名
づ
け
た
遺
址
で
晋
簡
五
〇
点
を
発
見
し
た
。
同

じ
年

の
二
月
八

日
、
ス
タ
イ
ン
と
は
別
に
彼
の
第
二
次
中
央
ア
ジ
ア
探
検
中
で
あ
っ
た
ス
ウ
ェ

ン
・
ヘ
デ
ィ
ン
は
、
旧
ロ
プ

・
ノ
ー
ル
北
岸
の
楼
蘭
遺
跡
で
、
多
数
の
紙
片
と

と
も
に
晋
簡
を
発
見
し
、
そ
の
総
数
は

一
二
一
片
に
及
ん
だ
。

ス
タ
イ
ン
の
晋
簡
は
、
コ
レ
ジ

・
ド

・
フ
ラ
ン
ス
の
エ
ド
フ
ル
ド

・
シ
ャ
パ

ン
ヌ

ａ
許
ｇ
＆

①
す
ｐｓ
ｐ
８
∽）
教
授
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
、　
一
九
〇
五
年
の

Ａ
警
Ｅ
Ｓ
出

＞
つ””一一ｐ
●
ｏ
ゃ】
に
発
表
、　
一
九
〇
七
年
に
刊
行
し
た
ス
タ
イ
ン
の
報

告
書

ヘド
鬱
ｏ中ｏ
ユ

パ
す
ｏ叶”
民

に
付
録
と
し
て
再
録
さ
れ
て
い
る
。　
ヘ
デ
ィ
ン

発
見
の
晋
簡
は
研
究
報
告
が
遅
れ
、

一
九
二
〇
年
に
ド
イ
ツ
の
ラ
イ
プ
テ
ッ
ヒ

大

学

教

授

＞

Ｆ
∞
５

一

①

目

唱
監

Ч

に

よ

っ

て

　

Ａ
∪

庁

①

ｒ

昂

∽
中
器

♂

口

Ｈ

嘗

争

∽
ｏ
す
ヽ
ま
ギ
①
β
　
Ｅ
Ｆ
α
　

∽
ｏ
口
ψ
帯
μ．
瞼
①
Ｏ
　
要
ａ
①
中
騨
Ъ
Ｆ
ｏ
α
ｏ
　

の
く
ｏ
ｏ

　

■
〔ｏ
磁
中
Ｂ
り
　

中
Ｂ
　

Ｆ
ｏ
ｏ
」
や
ｏ
ヒ

と
い
う
専
著
が
発
表
さ
れ
た
。
こ
れ
以
前
に
、
ス
タ
イ
ン
は
彼
の
第
二
次
探
検

命
８
ωど
ドｏｏｅ

に
お
い
て
甘
粛
省
敦
燈
付
近
の
漢
代
防
衛
線
遺
址
で
漢
簡
七
百

点
余
を
発
見
し
―
―
い
わ
ゆ
る
敦
埋
漢
簡
―
―
、
楼
蘭
遺
跡
発
見
の
晋
簡
若
干

と
と
も
に
シ
ャ
バ
ン
ヌ
教
授
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
、　
一
九

一
三
年
に
オ
ク
ス
フ

ォ
ー
ド
大
学
か
ら
、
へへＦ
協

“
８
黛
Ｂ
Ｏ
ュ
ψ
Ｏ
メ
中Ｂ
Ｏ
″

盛
台
ｏ営
お

おヽ

お
鶴

歩
賃
崖

砕
ｏま

“
”
，

一８

∽群
中８

“
営

司
営
井
９
０
口
Ｒ
中ｏ
ユ
出
】〕
が
発
表
さ
れ
た
。
ス

タ
イ
ン
は
第
二
次
探
検

含
ｏＳ
？
μΦＰｅ

で
も
敦
燿
か
ら
東
方
へ
漢
代
防
衛
線
を

辿

っ
て
エ
テ
ナ
川
流
域
に
ま
で
達
し
、
そ
の
間

一
九

一
四
年
に
漢
簡

一
六
六
点

を
発
見
し
た
。
そ
の
う
ち
な
か
ば
は
漢
の
敦
燈
郡
、
な
か
ば
は
酒
泉
郡
の
領
域

に
あ
た
る
の
で
、
後
者
を
酒
泉
漢
簡
と
い
う
人
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
シ
ャ
パ
ン



ヌ
氏
の
死
去
の
た
め
ア
ン
リ

・
マ
ス
ペ
ロ

（日
ｏ
日
中
冨
”
お
①
３ヽ

教
授
が
釈
文

を
作
り
、
第
二
次
大
戦
の
影
響
で
、
出
版
は

一
九
五
三
年
に
な
っ
た
。

（へＦ
８

“
Ｏ
ｏ営
Ｂ，①
ｏ
付∽
０す
ド．β
Ｏ沖∽　
“
ｏ　
中ω　
けヽ
〇
中∽”６貰
】
ＯＸ
も
い飩
中帯”Ｏ
β
　
“
①　
の
中」
に，
Ｅ
】０
〕
∽
命①
中β

①
ｐ
＞
∽中①
８
鼻
Ｓ
ｒ
〕】
が
そ
れ
で
、
ブ
リ
テ
ィ
シ
ュ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
刊
行

で
あ
る
。
シ
ャ
バ
ン
ヌ
、
コ
ン
ラ
デ
ィ
両
教
授
と
も
中
国
の
簡
贖
に
関
す
る
基

本
的
な
概
観
を
最
初
に
述
べ
、
つ
い
で
各
簡
の
釈
文
、
そ
の
翻
訳
、
注
を
加
え

て
い
る
。
わ
け
て
も
シ
ャ
バ
ン
ヌ
教
授
の
成
果
は
最
も
早
く
出
版
さ
れ
、
か
つ

極
め
て
精
密
に
、
今
世
紀
に
入
っ
て
始
め
て
学
界
が
手
に
す
る
新
材
料
を
研
究

し
た
。
彼
は
い
わ
ば
木
簡
学
の
草
わ
け
に
当
り
、
そ
の
成
果
は
不
滅
の
価
値
を

も
つ
。
つ
い
で
後
述
す
る
羅
振
玉

・
王
国
維
、
及
び
労
軟
、
〓
一ｏ
す
呂
中
Ｆ
８
要
①
、

大
庭
脩
な
ど
が
、
シ
ャ
バ
ン
ヌ
氏
の
釈
文

の
部
分
的
修
正
を
行
な
っ
て
い
る

が
、
大
半
の
釈
読
は
従
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
価
値
を
い
さ
さ
か
も
損
な

う
も
の
で
は
な
い
。

清
朝
の
滅
亡
に
際
し
て
日
本
に
亡
命
し
て
い
た
羅
振
玉
、
王
国
維
の
二
人
の

中
国
人
学
者
は
シ
ャ
バ
ン
ス
氏
の
写
真
を
得
て
独
自
の
研
究
を
行
な
い
、　
一
九

一
四
年
に

『
流
沙
墜
簡
』
を
刊
行
し
た
。
こ
の
中

で
両
氏
は
、
漢

。
晋
簡
を

一
、
小
学
術
数
方
技
書
、
二
、
屯
戌
叢
残
、
三
、
簡
債
遺
文
に
大
別
し
、

一
の

中
に
は
字
書
、
暦
譜
、
九
術
、
占
書
、
医
方
関
係
の
も
の
を
集
め
、
二
は
更
に

簿
書
、
雉
隧
、
戊
役
、
一呆
給
、
器
物
、
雑
事
に
小
分
け
し
て
整
理
し
、
三
に
は

簡
札
の
断
片
を
集
め
た
。
シ
ャ
バ
ン
ヌ
、
コ
ン
一ヱ
ア
ィ
両
教
授
の
研
究
で
は
簡

蹟
の
発
掘
に
即
し
て
、
発
掘
者
の
附
与
し
た
簡
番
号
順
に
配
列
し
て
い
た
も
の

を
、
羅

・
王
両
氏
は
簡
文
の
内
容
に
応
じ
て
分
類
し
て
い
る
。
前
者
は
釈
読
と

い
う
基
礎
作
業
に
重
点
を
置
い
た
資
料
提
供
に
主
眼
が
あ
る
の
に
対
し
、
後
者

は
資
料
の
物
語
る
歴
史
に
重
点
を
お
い
た
も
の
で
、　
一
歩
研
究
の
歩
み
を
す
す

め
て
い
る
。
前
者
は
簡
贖
研
究
の
基
礎
篇
、
後
者
は
応
用
編
と
い
う
べ
き
性
格

の
作
業
で
、
い
ず
れ
の
簡
債
研
究
に
あ
っ
て
も
存
す
る
研
究
段
階
で
あ
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。

敦
燈
漢
簡
は
何
度
も
述
べ
た
よ
う
に
、
漢
代
の
国
境
防
衛
の
監
視
哺
で
あ
る

燿
隧
址
か
ら
発
掘
採
集
さ
れ
た
も
の
で
、
正
史
を
は
じ
め
と
す
る
編
纂
資
料
に

は
ほ
と
ん
ど
記
載
さ
れ
て
い
な
い
当
時
の
通
常
生
活
に
関
す
る
史
料
で
あ
る
か

ら
、
文
字
通
り
の
断
簡
零
墨
の
語
る
内
容
か
ら
復
原
さ
れ
る
当
時
の
歴
史
は
、

甚
だ
珍
ら
し
い
漢
代
の
実
生
活
の
断
面
を
窺
う
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
れ
と
と

も
に
研
究
者
は
考
証
研
究
に
は
勝
れ
た
知
識
の
所
有
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

羅
振
玉
、
王
国
維
両
氏
、
わ
け
て
も
王
国
維
氏
は
清
朝
考
証
学
者
の
最
後
の
一

人
と
も
い
う
べ
き
学
殖
の
持
ち
主
で
、
『
流
沙
墜
簡
』
は
、
清
朝
考
証
学

が
簡

贖
研
究
に
開
い
た
花
と
い
っ
て
よ
く
、
そ
の
研
究
方
法
と
成
果
は
、
こ
の
後
の

中
国
簡
蹟
研
究
に
当

っ
て
常
に
振
り
返
ら
れ
る
原
点
と
な
っ
た
。

王
国
維
氏
の
研
究
が
勝
れ
て
い
て
ほ
と
ん
ど
問
題
を
残
さ
な
か

っ
た
こ
と

と
、
も
と
も
と
出
土
し
た
簡
蹟
数
が
七
百
点
余
り
で
あ
り
、
か
つ
羅

・
玉
両
氏

が
用
い
た
シ
ャ
バ
ン
ヌ
氏
の
写
真
は
五
百
点
余
に
と
ど
ま
っ
て
、
す
べ
て
の
簡

蹟
の
写
真
で
は
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
原
因
と
な
っ
て
、
こ
の
時
期
の
簡
蹟
研

究
は
そ
の
後
大
き
く
発
展
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

日
本
に
お
け
る
こ
の
時
期
の
簡
贖
研
究
は
、
簡
贖
に
関
す
る
概
論
と
し
て
今

も
価
値
高
い
王
国
維
氏
の

「
簡
蹟
検
署
孜
」

が
、
中
国
文
の
発
表
に
先
立
っ



中国簡贋研究の現状

て
、
鈴
木
虎
雄
氏
の
訳
で

″藝
文
″
誌
上
に
発
表
さ
れ
た
こ
と

（藝
文
３
１
４
・

５
・
６
　
一
九
一
二
）
、
原
田
淑
人
氏
の

「
支
那
古
代
簡
札
の
編
綴
法
に
就
い
て
」

（東
方
学
報
東
京
６
　
一
九
三
一Ｃ
が
発
表
さ
れ
た
こ
と
を
除
け
ば
、
主
に
書
道
史
関

係
に
お
い
て
漢
晋
時
代
の
肉
筆
の
書
蹟
と
し
て
注
目
を
あ
つ
め
、
写
真
の
複
製

出
版
も
あ

っ
た
こ
と
が
目
に
つ
く
。
恐
ら
く
、
こ
の
時
期
の
極
く
末
に
滝
川
政

次
郎
氏
が

「
流
沙
墜
簡
に
見
え
る
漢
代
の
法
制
」
（満
州
学
報
６

一
九
四
ご
の
論

文
を
発
表
さ
れ
た
の
が
、
唯

一
の
研
究
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。

二
、
居

延
漢

簡

―
十

一
九
四
三
年
か
ら

一
九
七
九
年

の
間

の
研
究
―
―

一
九
四
三
年
は
、
序
説
に
述
べ
た
通
り
、
労
珠
氏
の

『
居
延
漢
簡
考
釈
　
釈

文
之
部
』
が
、
四
川
の
南
渓
に
お
い
て
油
印
本
で
刊
行
さ
れ
た
年
で
、
居
延
漢

簡
が
、
仮
に
小
部
数
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
直
接
釈
読
作
業
に
従
事
し
て
い
な

か
っ
た
人
び
と
の
目
に
ふ
れ
た
。

一
九
二
〇
年
、
ス
ウ
ェ
ン

・
食
ア
ィ
ン
の
指
導
す
る
西
北
科
学
考
察
団

（↓
ｒ
①　
∽
いｏ
？
∽
ヨ
①
鱒
″
ゴ
門
ｘ
巧
ｏ
盛
中一〓
β
）

の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
団
富
ネ
、　
フ
ォ
ル

ケ

・
ベ
リ
イ
マ
ン

（巧
ｏ中″
①
“
ｏ凋
日
や
じ

氏
が
、
甘
粛
省
の
エ
チ
ナ
川
流
域
の

漢
代
遺
址
で
発
掘
し
た
漢
代
の
簡
債
約

一
万
点
余
は
、　
一
九
二

一
年
五
月
末
に

北
京
に
到
着
し
、
馬
衡
氏
を
始
め
と
す
る
学
者
に
よ
っ
て
釈
読
が
行
な
わ
れ
た

が
、
三
七
年
の
日
中
戦
争
に
よ
り
作
業
は
中
絶
し
、
わ
ず
か
に
写
真

一
組
を
携

え
た
労
軟
氏
は
避
難
先
の
四
川
省
南
渓
に
お
い
て
釈
読
を
続
け
、
自
ら
そ
の
結

果
を
筆
に
し
て
発
表
し
た
。
ま
た
考
証
を
集
め
た

『
居
延
漢
簡
考
釈
　
考
証
之

部
』
も
同
じ
体
裁
で
刊
行
さ
れ
た
。
居
延
漢
簡
を
用
い
た
研
究
論
文
は
、　
一
九

七
三
年
に
博
振
倫
氏
の

「
漢
武
年
号
延
和
説
」
（考
古
６
）
、　
一
九
二
九
年
に
労

幹
氏
の

「従
漢
簡
所
見
之
辺
郡
制
度
」
（歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
８
１
２
）
な
ど
が
発

表
さ
れ
て
は
い
た
が
、
大
戦
最
中
の
こ
と
で
も
あ
り
、
労
氏
の

『
考
釈
』
も
部

数
が
少
な
か
っ
た
か
ら
、
恐
ら
く

一
般
に
漢
簡
研
究
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な

る
の
は
、　
一
九
四
九
年
に
労
軟
氏
の

『
居
延
漢
簡
考
釈
　
釈
文
之
部
』
の
活
字

本
が
商
務
印
書
館
か
ら
出
版
さ
れ
て
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

居
延
漢
簡
は
、
そ
の
後
長
く
写
真
の
刊
行
が
な
さ
れ
ず
、

一
九
二
七
年
に
な

っ
て
よ
う
や
く
、
労
幹
氏
に
よ
る

『
居
延
漢
簡
　
図
版
之
部
』
が
出
、

一
九
六

〇
年
に
こ
れ
に
見
会
う

『
居
延
漢
簡
　
考
釈
之
部
』
が
出
た
。
ま
た
中
国
科
学

院
考
古
研
究
所
は
、　
一
九
五
九
年
に
研
究
所
に
あ
っ
た
写
真
に
よ
っ
て
二
五
五

一
簡
に
つ
い
て

『
居
延
漢
簡
甲
編
』
を
刊
行
し
、
写
真
に
見
会
う
釈
文
と
、

一

部
の
簡
贖
の
出
土
地
と
を
発
表
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
労
徐
氏
名
義
の
釈
文
が
三
種
類
と
『居
延
漢
簡
甲
編
』
が
存
在

す
％
の
で
あ
る
が
、
労
珠
氏
の
三
種
の
釈
文
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
と
い

う
面
倒
な
問
題
が
あ
っ
て
、
研
究
者
に
困
難
を
与
え
て
い
る
。
最
初
の
油
印
本

は
ほ
と
ん
ど
見
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
ほ
ど
少
部
数
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
対

象
外
に
す
る
と
、
四
九
年
活
字
版
は
、
文
書
、
簿
録
、
信
札
、
経
籍
、
雑
類
に

大
分
類
し
、
文
書
を
小
分
け
し
て
書
檄
、
封
検
、
符
券
、
刑
訟
の
四
つ
に
、
簿

録
を
小
分
け
し
て
睦
隧
、
成
役
、
疾
病
死
傷
、
銭
穀
、
器
物
、
草
馬
、
酒
食
、

名
績
、
資
籍
、
簿
検
、
計
簿
、
雑
簿
の
十
二
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
簡
文
の
内

容
に
よ
っ
て
分
類
し
た

『
流
沙
墜
簡
』
の
形
体
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し



て
六
〇
年
版
の
釈
文
は
、
図
版
に
対
応
し
て
配
列
さ
れ
、
相
互
対
照
す
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
が
、
簡
蹟
配
列
の
順
序
は
内
容
別
で
も
な
く
、
発
掘
時
に
与
え

ら
れ
た
各
簡
の
個
有
番
号
に
よ
っ
た
も
の
で
も
な
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
居

延
漢
簡
の
原
簡
は
、
北
京
に
お
い
て
整
理
中
に
戦
火
が
迫
っ
た
の
で
運
び
出
さ

れ
、
諸
処
を
転
々
と
し
た
後
現
在
は
台
北
に
あ
る
。
労
珠
氏
は
整
理
中
に
写
さ

れ
た
写
真
に
よ
っ
て
研
究
を
進
め
、
そ
の
写
真
を
刊
行
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ

れ
は
同

一
出
土
地
の
簡
贖
を

一
緒
に
写
す
と
い
う
よ
う
な
配
慮
は
特
別
に
な
さ

れ
て
お
ら
ず
、
簡
の
長
短
な
ど
を
按
配
し
て
写
し
た
無
原
則
な
も
の
で
あ
る
。

整
理
が
終

っ
て
図
版
を
刊
行
す
る
と
き
に
は
、
し
か
る
べ
き
秩
序
を
与
え
る
筈

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
こ
の
写
真
は
作
業
途
中
の
も

の
な
の
で
あ
る
。
た

だ
、
先
に
刊
行
さ
れ
た
四
九
年
活
字
版
の
釈
文
に
は
、
各
簡
の
簡
番
号
の
上
に

（　
）
に
入
れ
て
写
真
番
号
が
あ
り
、　
こ
の
番
号
は
図
版
の
各
葉
の
番
号
に
当

る
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
図
版
の
当
該
簡
を
見
出
せ
る
立
前
に
な
っ
て
い
る
。

『
居
延
漢
簡
甲
編
』
は
独
自
の
通
し
番
号
を
打
っ
て
い
る
が
、
巻
末
の

一
覧

表
で
原
簡
番
号
が
わ
か
り
、
同
時
に
四
九
年
活
字
版
の
所
載
頁
も
見
出
せ
る
よ

う
に
配
慮
さ
れ
て
お
り
、
簡
債
の
配
列
は
原
簡
番
号
順
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ

『
乙
編
』
は
未
刊
の
ま
ま
で
、
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
は
改
め
て
甲
乙

編
を
会
し
て
刊
行
す
る
準
備
を
進
め
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
て
や
や
ま
わ
り
く
ど
い
説
明
を
必
要
と
す
る
の
が
居
延
漢
簡
の

基
本
資
料
と
な
る
写
真
と
釈
文
の
現
状
で
あ
り
、
敦
燿
漢
簡
に
お
け
る
シ
ャ
バ

ン
ヌ
氏
の
業
績
に
相
当
す
る
も
の
は
未
だ
な
い
。

そ
の
上
な
お
不
便
な
こ
と
が
あ
る
。
敦
燿
漢
簡
に
関
す
る
シ
ャ
バ
ン
ヌ
氏
の

研
究
は
簡
蹟
に
限
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
含
む
ス
タ
イ
ン
第

二
次
探
検
の
調
査
報
告
は
、　
一
九
二

一
年
に

Ａ∽
ｏ
Ｈ“Ｂ
“
”Ｌ

の
書
名
で
出
版
さ

れ
て
お
り
、
簡
蹟
の
出
土
地
及
び
伴
出
遺
物
等
は
こ
の
書
を
見
れ
ば
わ
か
る
。

居
延
漢
簡
で
は
、
こ
れ
を
含
む
考
古
学
的
報
告
書
は
、
発
据
者
Ｆ

・
ベ
リ
イ
マ

ン
氏
の
病
吸
後
、
整
理
を
引
き
つ
い
だ
Ｂ

・
ソ
ン
マ
ス
ト
ロ
ー
ム

（“
０
♂
日
‐

日
鶴
∽い恐
日
）
氏
に
よ
っ
て

Ａ＞
峙争
８
ｏ一混
”８
一
カ
ｏ
器
留
群
８

〓

争
①
門
辟
ｏ
早

ｍ
主

声
配
いｏ
ｐ
Ｆ
ｏ
Ｒ

貿
ｏ
ｐ
巻
】沖士

の
題
名
の
も
と
に

一
九
五
六
、
五
八
年
に

上
下
三
冊
が
刊
行
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
簡
蹟
類
と
そ
の
他
の
発
掘
物
が
北
京

と
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
と
い
う
別
の
場
所
で
整
理
研
究
さ
れ
た
こ
と
、
及
び
、
発

掘
者
ベ
リ
イ
マ
ン
氏
の
死
去
に
よ
り
主
と
し
て
簡
蹟
類
の
出
土
地
が
必
ず
し
も

明
ら
か
で
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
を
有
機
的
に
結
び
つ
け
る
作
業
が
難

か
し
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
中
国
に
お
け
る
そ
の
後

の
研
究
の
進
展
に
よ
っ

て
、
近
く
刊
行
さ
れ
る

『
居
延
漢
簡
甲

。
乙
編
』
で
は
、
出
土
地
は
す
べ
て
明

か
に
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

居
延
漢
簡
の
基
本
資
料
が
な
お
十
全
で
な
い
状
況
で
あ
り
、
か
つ
図
版
の
刊

行
が

一
九
五
七
年
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
図
版
刊
行
以
前
の
研
究
と
、
刊
行
後

の
研
究
と
は
自
ら
差
違
が
あ
る
。　
一
九
二
七
年
以
前
に
お
い
て
は
、
中
国
人
で

は
労
珠
氏
を
は
じ
め
と
し
て
、
賀
昌
群
、
陳
槃
、
楊
聯
陸
な
ど
の
学
者
に
論
文

が
あ
り
、
日
本
に
あ
っ
て
は

一
九
五

一
年
よ
り
森
鹿
三
教
授
を
中
心
と
す
る
居

誕
峻
簡
研
究
グ
ル
ー
プ
が
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
に
お
い
て
活
動
を
始
め

た
。お

よ
そ
簡
贖
研
究
に
は
、
釈
読
を
は
じ
め
と
し
て
簡
贖
の
記
載
内
容
を
理
解
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す
る
た
め
の
考
証
を
含
め
た
簡
贖
そ
の
も
の
の
研
究
、
簡
贖
を
主
材
料
と
し
た

歴
史
研
究
と
、
歴
史
研
究
の
資
料
の
一
部
に
簡
蹟
を
も
利
用
し
た
研
究
と
に
大

別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

簡
蹟
そ
の
も
の
の
研
究
と
し
て
は
、
労
幹
氏
の

『
居
延
漢
簡
考
釈
考
証
之

部
』
を
は
じ
め
、
陳
槃
氏
の

「
漢
晋
遺
簡
遇
述
」
な
ど
が
あ
リ
ィ
、、
簡
績
を
主
材

料
と
し
た
研
究
に
は
労
珠
氏
の

「
漢
簡
中
的
河
西
経
済
生
活
」
「
漢
代
兵

制
及

漢
簡
中
的
兵
制
」
「
漢
代
郡
制
及
其
対
於
簡
蹟
的
参
証
」

な
ど
多
数
の
論
文
が

あ
っ
て
、
居
延
漢
簡
の
記
載
を
利
用
し
て
研
究
で
き
る
で
あ
ろ
う
テ
ー
マ
は
、

一
応
同
氏
の
一
九
五
二
年
頃
ま
で
の
論
文
の
中
に
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
ワ徴
。
日

本
の
居
延
渓
簡
研
究
は
こ
れ
を
前
提
と
し
て
は
じ
ま
り
、
伊
藤
道
治

「
漢
代
居

延
戦
線
の
展
開
」
、
岡
崎
敬

「
漢
代
辺
境
兵
士
の
被
服
に
つ
い
て
」
、
日
比
野
丈

夫

「
漢
簡
所
見
地
名
考
」
、
米
田
賢
次
郎

「
漢
代
の
辺
境
組
織
―
―
熊
の
配
置

に
つ
い
て
」
（共
に
東
洋
史
研
究
１２
１
３
、
一
九
五
一じ
、　
同

「
漢
代
辺
境
兵
士
の
給

与
に
つ
い
て
」、
藤
枝
晃

「
漢
簡
職
官
表
」
（東
方
学
報
京
都
２５
ヽ
一
九
五
四
）
、
米

田
賢
次
郎

「帳
簿
よ
り
見
た
る
漢
代
の
宮
僚
組
織
に
つ
い
て
」

（東
洋
史
研
究
１４

１
１
・
２
、
一
九
五
五
）
、
大
庭
脩

「漢
代
の
関
所
と
パ
ス
・
ポ
ー
ト
」
（関
西
大
学

東
西
学
術
研
究
所
論
叢
１６
ヽ
一
九
五
四
）
、
森
鹿
三

「
居
延
簡
に
み
え
る
馬
に
つ
い

て
」
（東
方
学
報
京
都
２７
、
一
九
五
七
）
な
ど
は
漢
簡
の
記
載
を
主
と
し
た
研
究
の
分

類
に
入
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
日
本
の
簡
贖
研
究
の
中
に
あ
っ
て
特
色
あ
る
も
の

と
し
て
森
鹿
三
教
授
の
業
績
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
森
教
授
は
出
土
地
、

層
位
等
の
不
明
な
状
況
下
で
、
居
延
漢
簡
相
互
の
関
連
を
発
見
し
て
グ
ル
ー
プ

化
を
す
る
こ
と
を
企
て
、

そ
の
基
準
の
一
つ
に
人
名
を
と
り
あ
げ
、
「
関
者
夫

王
光
」
（東
洋
史
研
究
１２
１
３
、
一
九
五
一こ
、
Д
中
史
弘
に
関
す
る
文

書
」
（東
洋
史

研
究
１４
１
１
・
２
、
一
九
五
五
）
を
書
き
、
成
功
を
お
さ
め
た
。
ま
た
、
伴
出
資
料

を
は
じ
め
発
掘
遺
跡
に
関
す
る
情
報
が
皆
無
で
あ
る
状
況
下
で
、
可
能
な
限
り

遺
跡
の
環
境
や
出
土
品
も
加
味
し
て
簡
債
の
使
用
さ
れ
た
漢
代
の
辺
境
防
備
の

状
況
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
藤
枝
晃

「
長
城
の
ま
も
り
―
―
河
西
地
方

出
土
の
漢
代
木
簡
の
内
容
の
概
観
―
―
」
（自
然
と
文
化
別
篤
２
、
一
九
五
五
）
は
、

ス
タ
イ
ン
の
発
掘
報
告
を
活
用
し
、
敦
燈
漢
簡
、
ロ
プ
ノ
ー
ル
漢
簡
を
も
あ
わ

せ
用
い
、
居
延
漢
簡
を
河
西
地
方
出
土
簡
蹟
の
中
に
含
め
て
位
置
づ
け
た
簡
贖

の
概
説
と
し
て
極
め
て
優
れ
た
も
の
で
、
簡
文
の
日
語
訳
を
つ
け
た
点
で
も
特

筆
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
居
延
漢
簡
を
も
歴
史
の
史
料
と
し
て
利
用
し
た

研
究
に
、
大
庭
脩

「
漢
代
に
お
け
る
功
次
に
よ
る
昇
進
に
つ
い
て
」
（東
洋
史
研

究
１２
１
３
、
一
九
一全
じ
、
同

「
漢
の
音
夫
」
、
守
屋
美
都
雄

「
父
老
」
釜
（に
東
洋
史

研
究
１４
１
１
。
２
、
一
九
五
五
）
、
平
中
苓
次

「
居
延
漢
簡
と
漢
代
の
財
産
税
」
（立

命
館
大
学
人
文
科
》
研
究
所
紀
要
と
、　
一
九
五
三
）
、
仁
井
田
陸

「
中
国
売
買
法
の
浴

革
」
（法
制
史
研
究
と
、
一
九
五
一影
、
西
嶋
定
生

「
漢
代
の
土
地
所
有
制
―
―
特

に
名
田
と
占
田
に
つ
い
て
―
―
」
（史
学
雑
誌
５８
１
１
ヽ
一
九
四
九
）、
同

『
中
国
首

代
帝
国
の
形
成
と
構
造
』
（東
大
出
版
会
刊
、
一
九
六
〇
）
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
居
延
漢
簡
に
関
す
る
研
究
が
多
く
発
表
さ
れ
た
こ
と
は
、
学
界

に
お
い
て
も
注
目
さ
れ
た
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
よ
う
に
オ
ラ
ン
ダ
ラ
イ
デ
ン
大

学
漢
学
研
究
所
長
の
Ａ
・
フ
ル
ス
ウ
ェ
（＞

コ
巧
・
Ｈ
畠
∽①
＜
ｅ

教
授
は
、
欧
米
の

伝
統
あ
る
中
国
研
究
誌

「通
報

（↓
】ｏ
Ｆ
Ｄ
∞
可
８
ご

四
五
全
九
五
七
）
に

Ｈ
ω
甲
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∽
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①
】

ｏ
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①
ｏ
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①
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ｏ
ｏ
ω
∽
中
ｏ
Ｊ
ｏ
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ヴ
】

↓
ｒ
ｏ

い
諄
“
ユ

∞

監

Ｈ

嘗

‐
口

日

①

は
８

０
日

①
ュ

∽

ュ

①
ｏ
ユ

Ｓ

】

＞

∽
０

と

い

う

学

界

動

向

を
発
表
し
た
。
ｔ
か
し
労
珠
氏
の
釈
文
の
み
に
よ
る
研
究
は
も
は
や
こ
れ
以
上

の
展
開
を
期
待
し
得
な
い
段
階
ま
で
き
て
い
た
。
フ
ル
ス
ウ

ェ
氏
の
学
界
動
向

が

一
九
五
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
段
階
の
締
く
く
り
と
し
て
の
意
義

を
持
つ
点
で
も
象
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
年
、
労
珠
氏
の

『
居
延
漢
簡
　
図
版
之

部
』
が
台
北
で
出
版
さ
れ
、
写
真
に
よ
っ
て
こ
れ
を
研
究
す
る
時
代
が
到
来
し

た
。写

真
を
手
に
し
て
み
る
と
、
労
撚
氏
の
釈
読
に
誤
ま
り
が
発
見
さ
れ
、
従
来

の
疑
間
が
氷
解
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
か
つ
て
の
武
断
臆
断
が
く
つ
が
え
る
こ

と
も
あ
り
、
簡
債
面
に
書
か
れ
て
い
る
文
字
の
位
置
、
大
小
、
或
い
は
異
筆
、

同
筆
の
関
係
も
検
討
の
必
要
が
生
じ
た
。
五
九
年
に
は

『
居
延
漢
簡
甲
編
』
が

出
て
、
出
土
地
の

一
部
が
わ
か
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
時
以
後
、
中
国
に
お
い

て

『
甲
編
』
の
釈
文
に
関
す
る
議
論
や
研
究
が
、
陳
直
、
賀
昌
群
、
陳
那
懐
、

子
豪
亮
、
徐
辛
方
、
陳
公
柔
、
陳
夢
家
な
ど
の
諸
氏
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
。

日
本
に
お
い
て
も
、
森
鹿
三

「
居
延
漢
簡
の
集
成
―
―
と
く
に
第
二
亭
食
簿

に
つ
い
て
―
―
」
（東
方
学
報
京
都
２９
、
一
九
五
九
）
、
同

「
居
延
出
上
の
卒
家
属
稟

名
籍
に
つ
い
て
」
（立
命
館
文
学
１８０
、
一
九
五
九
）
、

同

「
居
延
漢
簡
と
く
に
ウ
ラ

ン

・
ド
ル
ベ
ル
ジ
ン
出
土
簡
に
つ
い
て
」
（史
林
４４
１
３
、
一
九
六
ご

は
写
真
を

利
用
し
た
グ
ル
ー
プ
化
の
成
果
で
あ
り
、
森
鹿
三

「
居
延
出
上
の

一
冊
書
に
つ

い
て
」
（石
浜
古
稀
記
念
東
洋
学
論
叢
、
一
九
五
八
）
、　
大
庭
脩

「
愛
書
考
」
（聖
心
女

子
大
学
論
叢
１２
）
　ヽ
同

「
居
延
出
上
の
詔
書
冊
と
詔
書
断
簡
に
つ
い
て
」
（関
西
大

学
東
西
学
術
研
究
所
論
叢
５２
ヽ
一
九
六
ご

な
ど
、　
写
真
な
く
し
て
は
な
し
得
な
い

研
究
が
出
た
。

木
簡
の
形
態
、
文
字
の
異
筆
、
同
筆
の
別
等
を
考
え
な
が
ら
、
出
土
地
別
に

同
形
同
種
、
同
筆
の
文
書
の
集
成
を
試
み
た
の
が
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
マ
イ

ク
ル

・
ロ
ー
ー
ウ

ェ
博
士

（∪
，
〓
卜ｏ
ｒ
８
一
Ｆ
Ｒ
ミ
Ｃ

で
、

（”
８
Ｒ
許

０
小

劇

”
Ｂ

＞

盛
Ｂ

中
ユ

∽
鷲

離

〓

ｏ
ぃ】

（
①
ω
日

ヴ
ヽ
胸
鱒
∞
ｏ

Ｃ

Ｂ
イ

①
協

中
↓
＜

句
ヽ
①
∽
∽
　

ド
Φ
ω
『
）

一
言
＝

が
そ
の
成
果
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
成
果
を
若
干
の
批
判
を
こ
め
て
継
承
し
、

徹
底
的
に
同
種
文
書
を
集
め
、
破
城
子
会

・
ド
ル
ベ
ル
ジ
ン
）
出
土
の
帳
簿
類
の

整
理
を
試
み
た
の
が
永
田
英
正
氏
の

「
居
延
漢
簡
の
集
成
Ｉ

・
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
破
城

子

（ム
・
ド
ル
ベ
ル
ジ
と

出
土
簡
の
定
期
文
書
１

，
２
１
」
（東
方
学
報
京
都
４６
・

４７
ヽ
一
九
七
四
）
及
び

「居
延
漢
簡
の
集
成
Ⅲ
Ｉ
地
湾
、
博
羅
松
治
、
瓦
因
托
尼
、

大
湾
出
土
簡
―
」
（東
方
半
報
京
都
５．
、
一
九
七
九
）
の
大
作

で
あ
る
。
な
お
永
田

氏
に
は
こ
れ
に
先
立
つ
試
掘
的
研
究
と
し
て
、「
居
延
漢
簡
に
み
る
候
官
に
つ
い

て
の

一
試
論
―
―
破
城
子
出
上
の

〈
詣
官
〉
簿
を
中
心
と
し
て
―
―
」
（史
林
五

六
十
五
、
一
九
〓
こ

が
あ
る
。

一
九
七
三

・
七
四
年
、
甘
粛
省
博
物
館
等
よ
り
な
る
甘
粛
居
延
考
吉
隊
は
、

七
二
年
秋
に
行
な
わ
れ
た
エ
テ
ナ
川
の
南
、
金
塔
か
ら
ガ
シ
ュ
ン
ノ
ー
ル
、
ソ

ゴ
ノ
ー
ル
に
い
た
る
流
域
調
査
の
あ
と
を
う
け
て
、
破
城
子
、
そ
の
南
三
キ
ロ

の
小
の
ろ
し
台
あ
と
、
金
塔
県
天
倉
北
の
エ
テ
ナ
川
東
岸
に
あ
る
城
砦
遺
址
を

発
掘
し
た
。
破
城
子
は
ベ
リ
イ
マ
ン
の
調
査
の
Ａ
８
地
点
で
漢
代
の
甲
渠
候
宮

と
い
う
城
砦
、
小
の
ろ
し
台
は
Ｐ
ｌ
地
点
で
甲
渠
第
四
蕉
、
第
二
の
城
砦
は
Ａ

３２
地
点
で
肩
水
金
関
と
い
う
関
城
で
あ
る
。
Ａ
８
地
点
で
は
前
回
に
五
、
二
〇
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○
枚
以
上
の
簡
贖
と

一
、
一ご
一〇
点
の
遺
物
が
、
Ｐ
ｌ
地
点
で
は
木
簡

一
枚
が
、

Ａ
３２
点
で
は
八
五
〇
枚
以
上
の
簡
贖
と
五
〇
点
以
上
の
遺
物
が
出
上
し
て
い
た

が
、
今
回
の
発
掘
で
甲
渠
侯
宮
で
は
六
、
八
六
五
枚
の
簡
贖
と
遺
物
八
八

一
点
、

甲
渠
第
四
黙
で
は
簡
贖

一
九
五
枚
と
遺
物

一
〇
五
点
、
肩
水
金
関
で
は
簡
蹟

一

一
、
二
七
七
枚
と
遺
物

三
二

一
一
点
が
出
上
し
た
。
今
度
出
土
し
た
簡
贖
の
総

計
は

一
九
、
六
三
七
枚

で
、
前
回

一
九
二

一
年
の
出
土
簡

一
万
余
点
の
倍
に
近

く
、
居
延
漢
簡
は
総
合
計
で
三
万
点
を
上
ま
わ
る
の
で
あ
る
。

今
回
の
発
掘
は
、
沙
漠
の
厳
し
い
自
然
の
中
で
行
な
わ
れ
、
砂
あ
ら
し
の
た

め

一
度
発
掘
し
た
場
所
を
再
度
堀
り
な
お
す
こ
と
も
あ
り
、
考
古
研
究
所
夏
鼎

所
長
の
談
に
よ
れ
ば
、
器
材
は
も
と
よ
り
飲
み
水
ま
で
は
る
か
玉
門
関
市
よ
り

運
ん
だ
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
苦
難
を
し
の
い
で
行
な
わ
れ
た
結
果
、
前
記
の

多
数
の
収
獲
が
あ
っ
た
外
に
、
甲
渠
候
官
、
一肩
水
金
関
、
睦
隧
そ
れ
ぞ
れ
の
漢

代
軍
事
基
地
が
正
確
に
発
掘
調
査
さ
れ
、
そ
の
規
模
と
建
物
の
配
置
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。
こ
の
発
据
の
簡
報
を
読
ん
だ
と
き
、
私
が
思

っ
た
こ
と
は
、
い
か

に
発
掘
作
業
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
今
世
紀
前
半
の
中
央
ア
ジ
ア
探

検
は
あ
く
ま
で
Ｄ
も
一ｏ
Ｓ
一“ｏ
口
の
限
度
を
越
え
ず
、
今
や
中
国
人
民
の
手
に
よ

る
門
活
営
解
いｏ
日
の
時
代
が
来
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
ｏ

新
居
延
漢
簡
は
現
在
甘
粛
省
博
物
館
に
お
い
て
整
理
中
で
、
そ
の
極
く

一
部

が
写
真
や
研
究
論
文
と
し
て
紹
介
さ
れ
始
め
て
い
る
が
、
「
文
物
」

一
九
七
八

年

一
号
に
発
掘
簡
報
、
徐
平
芳
氏
の

「
居
延
考
古
発
据
的
新
収
獲
」
と
共
に
発

表
さ
れ
た
論
文
は

「
建
武
三
年
侯
粟
君
所
責
寇
恩
事
」
と
い
う
三
五
簡
よ
り
な

る
冊
書
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
冊
書
は
甲
渠
候
官
城
の
Ｆ
２２
と
い
う
小

部
屋
か
ら
出
た
。
こ
こ
は
文
書
庫
と
見
ら
れ
、
工
奔
の
天
鳳
年
間
か
ら
後
漢
建

武
初
に
い
た
る
四
十
余
冊
の
冊
書
が
見
つ
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
ま
と
ま
っ
た

完
全
文
書
の
例
が
多
く
あ
る
こ
と
は
、
旧
居
延
漢
簡
が
合
計
三
つ
の
冊
書
の
出

土
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
と
比
較
し
て
、
断
簡
が
完
全
文
書
の
ど
の
部
分
に
当
る

か
を
考
え
る
の
に
有
力
な
資
料
と
な
る
で
あ
る
う
。
ま
た

一
九
七
九
年
二
月
か

ら
六
月
に
か
け
て
東
京

。
大
阪
で
開
か
れ
た

「
中
華
人
民
共
和
国
シ
ル
ク
ロ
ー

ド
文
物
展
」
に
は
新
居
延
漢
簡
三
簡
を
は
じ
め
、
こ
の
居
延
で
の
発
据
品
の
一

部
が
出
品
さ
れ
、
甚
だ
参
考
に
な
っ
た
。

旧
に
倍
す
る
新
居
延
漢
簡
の
出
現
に
よ
っ
て
中
国
の
簡
憤
研
究
は
新
し
い
時

代
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
時
代
の
幕
が
開
く
の
は
、
新
居
延
漢
簡
の

写
真
と
釈
文
が
刊
行
さ
れ
た
時
で
あ
る
。
そ
れ
を
近
何
年
か
先
に
ひ
か
え
た
現

在
、
直
接
釈
読
に
従
事
し
て
い
な
い
我
わ
れ
は
何
を
考
え
る
べ
き

で
あ

ろ
う

か
。
私
見
を
少
し
の
べ
て
お
こ
う
。

先
述

「
文
物
」
に
発
表
さ
れ
た
ご
く

一
部
の
写
真
の
中
で
す
ら
、
私
は
旧
居

延
簡
の
中
に
も
あ
っ
た

一
人
名
を
見
出
し
、
か
ね
て
か
ら
不
審
を
抱
い
て
い
た

旧
簡
の
簡
文
に
あ
っ
た
宮
名
が
、
建
武
初
期
の
特
別
な
も
の
と
の
解
釈
が
可
能

に
な
っ
た
。
年
代
不
明
の
旧
簡
の
年
代
を
新
簡
で
決
定
で
き
た
例
で
あ
る
。
全

簡
が
発
表
さ
れ
れ
ば
こ
の
よ
う
な
事
例
は
少
な
か
ら
ず
あ
る
だ
ろ
う
。　
一
方
、

先
述
の

「
建
武
三
年
候
粟
君
責
寇
恩
事
」
冊
の
研
究
で
、
獄
訟
の
手
続
と
し
て

震
書
と
い
う
文
書
が
存
在
す
る
こ
と
を
大
き
く
取
り
あ
げ
て
あ
る
が
、
こ
れ
は

旧
簡
の
研
究
に
お
い
て
既
に
判
明
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
後
述
す
る

雲
夢
睡
虎
地
出
上
の
秦
律
の
中
に
替
夫
と
い
う
官
が
多
く
あ
る
こ
と
か
ら
、
苦



夫
に
関
す
る
論
文
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
旧
簡
の
研
究
に
お
い
て
既
に
明
ら
か
な

こ
と
で
あ
る
。
新
簡
の
簡
文
の
中
に
従
来
全
く
知
ら
れ
て
い
な
い
歴
史
事
実
が

出
て
き
た
場
合
に
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
新
分
野
が
開
け
て
く
る
だ
ろ
う
が
、
簡

蹟
制
度
、
文
書
の
様
式
、
宮
制
等
を
中
心
と
す
る
制
度
史
等
の
分
野
に
お
い
て

は
、
帰
納
に
資
す
る
類
例
が
増
加
し
、
よ
り
精
密
な
研
究
が
で
き
る
よ
う
に
は

な
ろ
う
が
、
従
来
の
研
究
成
果
を
根
本
的
に
見
な
お
す
必
要
は
ま
ず
お
こ
る
ま

い
。
も
し
お
こ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
簡
績
を
も
歴
史
の
材
料
の
一
つ
と
し
て

利
用
し
て
い
る
論
文
に
お
い
て
お
こ
り
得
る
と
思
う
。
要
す
る
に
無
作
為
抽
出

に
等
し
い
旧
簡

一
万
点
と
、
同
様
の
新
簡
二
万
点
の
間
に
は
、
ほ
ぼ
性
格
は
等

し
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

従

っ
て
我
わ
れ
は
、
森
鹿
三
、
Ｍ

・
ロ
ー
ウ

ェ
ー

・
永
田
英
正
等
の
諸
氏
に

よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
旧
簡
の
集
成
作
業
を
更
に
進
め
て
新
簡
釈
文
を
待
つ

べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
「
考
古
」

一
九
七
九
年
二
号
に
あ
る
徐
元
邦

・
曹
延
尊
両
氏

の

「
居

延
出
土
的

″
候
史
広
徳
坐
不
循
行
部
檄
色

の
論
文
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
傾
向

に
注
目
し
た
い
。
こ
の
論
文
は
新
居
延
簡
を
研
究
す
る
の
に
、
旧
居
延
簡
は
申

す
に
及
ば
ず
、
敦
埋
漢
簡
に
も
類
例
を
求
め
、　
ス
タ
イ
ン
の
∽
①
【”β
鱒
す

を
も

参
照
し
て
い
る
。
広
く
漢
簡

一
般
に
目
を
向
け
、
屡
次
の
発
掘
を
漢
代
西
北
部

の
防
衛
線
全
体
の
中
で
把
え
よ
う
と
す
る
方
法
は
最
も
基
本
的
、
本
質
的
な
も

の
で
、
我
わ
れ
も
心
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
も
、
西
北
科
学
考
察
団
の
中
国
人
団
員
で
、

一
九
三
二
年
に
Ｆ

プ
ノ
ー
ル
北
岸
の
漢
代
遺
跡
で
七

一
簡
を
発
見
し
、　
一
九
四
八
年
に

『
羅
布
津

（
考
古
記
』
を
出
版
し
た
黄
文
弼
氏
の
業
績
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

ま
た
、
今
回
の
発
据
は
、
今
後
調
査
が
行
な
わ
れ
さ
え
す
れ
ば
居
延

・
酒

泉

・
敦
追
漢
簡
は
お
ど
ろ
く
べ
き
多
数
に
達
す
る
可
能
性
を
示
唆
し
た
。
そ
の

意
味
で
は
今
日
ま
で
の
居
延
漢
簡
の
研
究
は
、
中
国
木
簡
学
の
全
く
の
序
曲
に

し
か
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
´

四
、
古
墓
に
副
葬
さ
れ
た
簡
贖

―
十

一
九
七
二
年
以
降

の
研
究
―
―

今
世
紀
後
半
、
湖
北

・
湖
南

・
山
東

。
江
蘇
等
の
各
省
か
ら
簡
腰
が
出
土
す

る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
古
墓
中
か
ら
出
土
し
、
甘
粛

・
新

彊
地
方
の
フ
ィ
ー
ル
ド
の
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
の
と
著
し
い
対
照
を
見
せ
て
い

る
。
フ
ィ
ー
ル
ド
の
遺
跡
の
簡
憤
は
、
本
来
廃
棄
品
が
偶
然
残
っ
た
も
の
で
あ

り
、
日
常
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
古
墓
中
の
簡
蹟
は
、
副
葬
と
い
う

目
的
を
も

っ
て
納

め
ら
れ
た
も
の
で
、
長
年
月
の
間
に
腐
朽
し
て
消
滅
し
た

り
、
或
い
は
後
世
発
掘
さ
れ
て
再
び
世
に
出
た
り
す
る
こ
と
は
偶
然
に
よ
る
も

の
の
、
本
来
入
れ
る
べ
く
し
て
入
れ
た
点
で
、
基
本
的
に
フ
ア
ー
ル
ド
遺
蹟
の

そ
れ
と
は
異
っ
て
お
り
、
研
究
に
当

っ
て
は
そ
の
こ
と
を
意
識
す

べ
き

で
あ

Ｚや
。古

墓
か
ら
出
土
す
る
簡
蹟
は
、
分
類
す
る
と
書
籍
、
遣
策
、
そ
の
他
に
分
け

ら
れ
る
。
以
下
順
次
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

１
　
書
籍

墓
の
主
が
生
前
愛
用
し
た
書
籍
を
納
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
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ま
ず
、

一
九
五
九
年
に
甘
粛
省
武
威
県
磨
阻
子
六
号
後
漢
墓
か
ら
竹

。
木
簡

四
六
九
簡
に
書
か
れ
た

『儀
礼
』
が
出
上
し
た
。
う
ち
竹
簡
は
五
五

・
五
十
五

六

・
五
セ
ン
チ
あ
っ
て
漢
の
二
尺
四
寸
に
当
り
、
経
書
は
二
尺
四
寸
の
簡
に
書

く
と
伝
え
る
当
時
の
制
度
を
実
証
し
た
。
甲
本
と
分
類
上
よ
ぶ
竹
簡
は
、
士
相

見
之
礼
第
二
、
服
伝
第
八
、
特
牲
第
十
、
少
牢
第
十

一
、
有
司
第
十
二
、
燕
礼

第
十
二
、
泰
射
第
十
四
の
七
篇
で
現
行
本
と
篇
名
及
び
篇
の
順
序
を
異
に
し
、

丙
本
は
竹
簡
で
喪
服
篇
の
み
、
乙
本
は
五
〇

・
五
セ
ン
テ
の
木
贖
で
、
服
伝
第

八
の
み
で
あ
っ
た
。
書
籍
の
出
土
は
晋
の
太
康
二
年

全
一人
ご

に
河
南
の
汲
県

で
出
た
い
わ
ゆ
る
汲
系
書
の
記
録
が
あ
る
が
、
武
威
の
儀
礼
の
出
土
は
漢
代
の

書
籍
の
形
が
わ
か
る
も
の
と
し
て
当
時
話
題
を
集
め
た
。

一
九
六
四
年
に

『
武

威
漢
簡
』
と
し
て
報
告
書
が
出
て
い
る
が
、
墓
葬
、
伴
出
遺
物
等
も
叙
述
し
、

簡
贖
を
副
葬
品
の
一
つ
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の

『
儀
礼
』
は
必
ず

し
も
善
本
と
は
い
い
難
く
、
『
儀
礼
』
研
究
に
は
余
り
寄
与
し
な
か
っ
た
。
墓

主
は
郡
文
学
ク
ラ
ス
の
人
物
か
と
推
定
さ
れ
る
。

次
に

一
九
七
二
年
、
山
東
省
臨
折
県
銀
雀
山

一
号
前
漢
墓
か
ら
四
、
九
四
二

点
の
竹
簡
が
出
土
し
た
。
こ
の
大
部
分
の
内
容
は
兵
家
に
属
す
る
書
籍
で
、
従

来
か
ら
伝

っ
て
い
る
も
の
と
し
て

『
孫
子
』
、
コ
〈
稲
』
、
『
尉
練
子
』
、
『
管
子
』
、

『
晏
子
春
秋
』
、
『
墨
子
』
な
ど
が
あ
る
が
、
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
た

の
は

『
孫

蹟
兵
法
』
で
、
こ
の
書
は

『
漢
書
』
芸
文
志
に
書
名
が
記
録
さ
れ
て
お
り
な
が

ら
そ
の
後
散
供
し
て
伝
わ
ら
ず
、
明
代
頃
か
ら
は

『
孫
子
』
と
の
関
連
で
色
々

臆
測
の
あ
っ
た
書
で
あ
っ
た
。
従

っ
て

一
九
七
五
年
に
は

『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡

〔
壱
〕
』
と
題
す
る
大
部
な
釈
文
と
写
真
が
出
版
さ
れ
て
ま
ず

『孫
子
』
と

『
孫

蹟
』
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
以
後
整
理
が
進
む
に
従
い

〔
二
〕
〇
一０

が
続
刊

さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
こ
の
臨
滑
漢
簡
の
出
土
は
先
秦
思
想
史
の
研
究
者
に
大

き
な
刺
戟
を
与
え
、

一
九
七
六
年
に
は
村
山
事
氏
等
訳
の

『孫
蹟
兵
法
』

（徳

間
書
店
刊
）
、
金
谷
治
氏
訳
註

『孫
蹟
兵
法
』
（東
方
書
店
刊
）
の
二
冊
が
出
版
さ

れ
た
。
な
お
金
谷
氏
は
、
現
行
本

『
孫
子
』
に
文
章
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、

た
だ
ち
に

『孫
蹟
兵
法
』
と
断
じ
得
る
か
に
つ
い
て
は
疑
を
存
し
て
居
ら
れ

′０
。私

は
、
前
漢
武
帝
頃
と
見
ら
れ
る
墓
か
ら

『
尉
練
子
』
『
六
報
』
な
ど
、
従

来
は
も
っ
と
後
世
の
仮
託
と
見
ら
れ
て
い
た
兵
書
が
出
上
し
た
の
で
、
こ
れ
ら

の
書
の
最
晩
期
限
が
遡
り
、
先
秦
兵
家
の
研
究
が
再
検
討
さ
れ
る
べ
き
こ
と
、

『
管
子
』
『
墨
子
』
は

『
漢
書
』
芸
文
志
で
は
そ
れ
ぞ
れ
道
家
、
墨
家
に
分
類
さ

れ
て
い
る
が
、
劉
欽
の

『
七
略
』
に
は
兵
家
に
も
分
類
さ
れ
て
い
た
の
だ
か
ら

こ
れ
も
兵
家
の
書
と
し
て
扱
う
べ
き
こ
と
、
中
国
の
発
据
簡
報
で
は
陰
陽
書
、

星
占
、
風
占
な
ど
の
内
容
の
書
も
あ
る
と
述
べ
、
占
い
関
係
の
も
の
は
軽
視
し

て
い
る
が
、
「
兵
陰
陽
」
に
属
す
る
兵
書
の
一
つ
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る

こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
簡
績
の
取
扱
い
に
慎
重
さ
を
希
望
し
て
い
るく
。

医
書
の
出
土
も
あ
っ
た
。
敦
埋

。
旧
居
延
漢
簡
の
中
に
は
医
書

・
馬
医
書
と

思
わ
れ
る

一
、
二
の
簡
が
あ
る
が
、　
一
九
七
二
年
に
甘
粛
省
武
威
県
旱
灘
妓
後

漢
初
期
墓
か
ら
九
二
簡
の
医
書
が
出
土
し
た
。
木
贖
に
記
さ
れ
、
実
用
的
な
医

療
の
法
が
主
で
あ
る
。　
一
九
七
五
年
に

『
武
威
漢
代
医
簡
』
が
出
版
さ
れ
、
写

真
、
釈
文
、
註
釈
が
含
ま
れ
て
い
る
。
赤
堀
昭
氏
の

「
武
威
漢
代
医
簡
に
つ
い

て
」
（東
方
学
報
京
都
５。
、
一
九
七
八
）
に
は
和
訳
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。



一
九
七
三
年
に
湖
南
省
長
沙
馬
王
堆
三
号
墓
か
ら
も
木
簡

一
〇
を
含
む
二
〇

〇
簡
の
竹
簡
の
医
書
が
出
土
し
て
い
る
。
二
種
に
わ
か
れ
、

一
は
八
八
簡
で
仮

題
を
何
に
す
る
か
意
見
が

一
致
せ
ぬ
書
、

一
は
五
二
の
病
症
名
に
二
百
七
十
余

の
治
療
法
を
書
い
た
も
の
で

『
五
十
二
病
方
』
と
名
づ
け
ら
れ
た
。
な
お
報
告

書
は
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
。

次
に

一
九
七
五
年
に
湖
北
省
雲
夢
県
睡
虎
地
第

一
一
号
秦
墓
出
上
の
竹
簡

一

千
点
余
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
こ
の
竹
簡
に
つ
い
て
は

『
睡
虎
地
秦
墓

竹
簡
』
と
い
う
書
が
写
真
、
釈
文
、
註
釈
を
あ
わ
せ
て

一
九
七
七
年
に
出
版
さ

れ
た
。
こ
の
書

に
よ
れ
ば
竹
簡
の
内
容
は
、
『
編
年
記
』
『
南
郡
守
騰
文
書
』

『
奉
律
十
八
種
』
『救
律
』
『
秦
律
雑
抄
』
『
法
律
答
間
』
『治
獄
程
式
』
『
為
吏
之

道
』
よ
り
な
っ
て
い
る
。
こ
の
基
は
秦
始
皇
帝
三
〇
年

（前
二
一
七
）
に
死
ん
だ

部
県
治
獄
の
喜
と
い
う
下
級
官
吏
の
墓
と
見
ら
れ
、
『
為
吏
之
道
』
は
最
初
よ

り
快
書
と
し
て
扱
わ
れ
、
仮
題
が
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
『
編
年
記
』
は

当
初

『
大
事
記
』
と
よ
ば
れ
た
も
の
で
、
秦
の
昭
王
元
年

（前
一一６
一◇

か
ら
始

皇
帝
三
〇
年

（前
二
一
七
）
ま
で
の
間
の
秦
王
朝
の
重
要
事
件

の
年
表

で
、　
そ

の
中
に
昭
王
四
五
年

（前
一一六
一ご
に
生
ま
れ
た

「
喜
」
が
楡
県
の
史
か
ら
部
県

治
獄
に
い
た
る
官
歴
が
編
綴
さ
れ
て
い
る
と
説
明
さ
れ
た
。
従

っ
て
重
要
事
件

年
表
の
意
味
の

『
大
事
記
』
と
よ
ば
れ
た
の
で
あ
る
「
し
か
し
私
は
逆
で
あ
る

と
考
え
る
。
こ
れ
は
本
来

「
喜
」
の
年
譜
で
、
そ
の
年
代
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
に
国
の
重
要
事
件
を
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
も
の
を
墓
に
入
れ
る

例
に
は
、
晋
の
汲
系
書
の

一
で
あ
る

『
竹
書
紀
年
』
が
そ
れ
で
あ
る
と
い
え
、

形
式
の
変
遷
は
あ
る
に
せ
よ
後
世
の
墓
誌
銘
に
当
り
、
そ
の
先
駆
的
な
も
の
と

考
え
る
。
『秦
律
十
八
種
』
『
敷
律
』
『秦
律
雑
抄
』
は
い
ず
れ
も
商
狭
の
六
律

以
外
の
律
文
を
書
い
た
も
の
で
、
『
秦
律
十
八
種
』
『
敷
律
』
と

『秦
律
雑
抄
』

と
は
同
種
の
律
で
あ
る
が
、
書
写
の
仕
方
が
違
う
。
た
だ
こ
れ
ら
の
秦
律
を
佃

々
の
条
文
と
し
て
取
扱
う
の
は
問
題
で
、
条
文
集
と
し
て
の
法
律
書
と
見
な
す

べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
す
な
わ
ち
県
の
獄
吏
で
あ
っ
た
墓
主
喜
が
生
前
座
右

に
置
い
て
い
た
法
律
書
で
あ
り
、
従
っ
て
副
葬
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。
『
法

律
答
間
』
は
六
律
中
の
難
解
な
語
や
法
の
適
用
に
関
し
て
の
間
答
で
、
漢
の
律

説
に
相
当
す
る
法
律
書
、
『
治
獄
程
式
』
は
事
件
の
現
場
処
理
と
そ
の
報
告
（愛

書
）
の
書
式
を
書
い
た
モ
デ
ル
集
、

ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
に
相
当
す
る

「
書
籍
」
で

あ
る
。
『
南
郡
守
騰
文
書
』
は
始
皇
帝
二
〇
年

全
聖
三

七
）
に
治
下
の
吏

に
対

し
て
出
し
た
布
告
書
（の
写
し
）
で
、
墓
主
の
通
常
指
針
と
し
て
い
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
私
は
こ
れ
ら
竹
簡
の
性
格
を
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
、
雲
夢
秦
簡

を
書
籍
の
項
目
で
と
り
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

雲
夢
秦
簡
は
始
皇
帝
の
法
家
路
線
を
高
く
評
価
す
る
四
人
組
支
配
の
時
代
に

出
土
し
た
の
で
、
こ
れ
を
用
い
て
当
時
の
風
潮
に
適
っ
た
論
旨
の
論
文
が
多
く

あ
り
、
現
在
は
四
人
組
批
判
の
後
で
あ
る
か
ら
、
以
前
の
論
調
を
批
判
す
る
内

容
の
論
文
が
多
く
発
表
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
秦
簡
に
関
す
る
研
究
で
は
、
黄
盛
蜂

氏
の
一
連
の
研
究
が
勝
れ
て
い
る
。
我
が
国
で
は
首
賀
登
、
堀
毅
氏
ら
の
研
究

が
公
表
さ
れ
、
中
央
大
学
秦
簡
講
読
会
の
訳
註
初
稿
も
出
版
さ
れ
た
。

秦
代
の
資
料
は
皆
無
に
等
し
か
っ
た
の
で
、
世
界
中
の
中
国
古
代
史
研
究
者

は
す
べ
て
注
目
し
て
お
り
、
欧
米
に
お
い
て
も
翻
訳
の
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い

る
と
聞
く
。
簡
文
は
甚
だ
難
解
で
、
そ
の
研
究
は
な
お
今
後
の
こ
と
で
あ
る
。



中国簡憤研究の現状

な
お

『
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
』
の
書
に
関
し
て
私
見
を
述
べ
て
お
徴
。
こ
の
書

は
写
真
と
釈
文
を
の
せ
た
待
望
久
し
い
書
で
あ
っ
た
。
し
か
し
問
題
は
、
睡
虎

地
第

一
一
号
墓
の
発
掘
報
告
が
な
い
こ
と
で
、
従

っ
て
各
簡
が
ど
う
い
う
出
土

情
況
で
あ
っ
た
の
か
、
何
故
Ａ
Ｂ
Ｃ
…
…
の
簡
が
こ
の
順
序
に
並
ぶ
と
考
え
ら

れ
た
の
か
が
説
明
さ
れ
ず
、
冊
書
と
し
て
の
復
原
に
科
学
的
根
拠
が
示
さ
れ
て

い
な
い
。
『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
』
に
も
同
じ
不
満
が
あ
る
が
、
特
に

二
、
三
簡

で

一
条
文
の
文
章
が
完
結
す
る
睡
虎
地
竹
簡
に
は
、
そ
の
根
拠
を
示
さ
ぬ
と
科

学
的
な
報
告
書
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、
睡
虎
地
竹
簡
に
お
い
て
も
銀
雀
山
竹

簡
と
同
様
卜
鐘
の
書
は
除
外
し
て
発
表
し
て
い
な
い
。
釈
文
を
作
成
す
る
極
く

限
ら
れ
た
人
た
ち
が
、
自
己
の
価
値
判
断
に
よ
っ
て
資
料
の
一
部
を
発
表
し
な

い
の
は
科
学
的
で
は
な
い
。
す
べ
て
が
公
開
さ
れ
て
か
ら
価
値
判
断
を
下
す
べ

き
も
の
で
、
い
ず
れ
は
す
べ
て
が
公
開
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
信
頼
の
も
と

に
、
釈
読
に
従
事
す
る
人
び
と
が
そ
の
仕
事
を
完
成
す
る
ま
で
新
資
料
を
独
占

す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

２
　
遣
策

遣
策
と
は
墓
中
に
お
さ
め
た
副
葬
品
の
リ
ス
ト
の
こ
と
で
、
こ
の
名
称
は

『
儀
礼
』
既
夕
礼
に

「
書
昭
於
方
、
…
…
書
遣
於
策
」

と
あ
る
句
か
ら
作
ら
れ

た
比
較
的
最
近
の
言
葉
で
あ
る
。
首
墓
出
上
の
簡
贖
は
ほ
と
ん
ど
が
遣
策
で
あ

る
と
考
え
て
も
よ
い
。

漢
墓
出
上
の
遣
策
で
最
も
多
い
の
は
湖
南
省
長
沙
馬
王
堆
三
号
墓
の
四

一
〇

簡
、
つ
い
で
馬
王
堆

一
号
墓
の
三

一
二
簡
で
あ
る
。
三
号
墓
の
方
は
未
だ
報
告

書
は
出
な
い
が
、

一
号
墓
の
遣
策
は
釈
文
と
研
究
が

『
長
沙
馬
王
堆

一
号
漢

墓
』
（
一
九
七
二
年
）
及
び
そ
の
翻
訳

（関
野
雄
等
訳
、
一
九
七
六
年
平
凡
社
刊
）
に
あ

る
。
こ
の
墓
は
遺
物
の
保
存
状
態
が
よ
か
っ
た
の
で
、
遺
物
と
遣
策
記
載
の
品

名
と
を
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
、
墓
葬
の
制
度
、
ひ
い
て
は
礼
の
研
究
に
資
す

る
と
共
に
、
器
形
が
わ
か
っ
て
い
て
名
称
の
不
明
の
も
の
、
名
称
が
わ
か
っ
て

い
て
具
体
的
器
形
の
わ
か
ら
な
か
っ
た
も
の
が
明
ら
か
に
な
り
、
考
古
学
の
研

究
に
寄
与
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
な
お
、
遣
策
が
完
全
な
状
態
で
出
た
の
は
湖

北
省
江
陵
県
鳳
凰
山

一
六
七
号
墓
で
、
七
四
簡
を
冊
に
ま
い
た
姿
で
出
土
し
、

麻
の
編
も
残
っ
て
い
た
。
副
葬
晶
も
完
全
で
、
照
合
に
最
適
で
あ
っ
た
。
遣
策

の
場
合
、　
一
簡
に

一
晶
目
ず
つ
書
く
の
で
、
簡
数
が
多
い
方
が
副
葬
品
が
豊
か

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
小
規
模
な
墓
で
は

一
枚
の
板
に
書
く
。　
一
般
に
は
こ

れ
を
も
遣
策
と
よ
ん
で
い
る
が
、
私
は
同
じ
く

『
儀
礼
』
既
夕
礼
に
よ
り
蝙
方

と
呼
ぶ
の
が
適
当
だ
と
考
え
る
。

湖
南
省
、
河
南
省
な
ど
で
発
据
さ
れ
る
戦
国
時
代
の
楚
簡
は
、
内
容
は
ほ
と

ん
ど
遣
策
で
あ
る
が
、
楚
の
文
字
の
解
読
に
な
お
定
説
が
な
い
た
め
、
同

一
簡

策
の
解
釈
が
人
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
が
あ
り
、
楚
器
の
銘
文
や
畠
書
の
解
読

と
あ
わ
せ
て
、
楚
文
字
の
研
究
、
ひ
い
て
は
楚
文
化
の
研
究
が
今
後
に
残
さ
れ

た
課
題
で
あ
る
。

な
お
、
楚
簡
、
秦
簡
、
馬
王
堆
漢
墓
の
吊
書
、
そ
れ
に
前
漢
初
期
の
簡
憤
が

多
数
発
見
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
資
料
を
綜
合
的
に
使
用
し
、
中
国
吉

代
書
道
史
を
研
究
す
べ
き
時
期
が
来
て
い
る
。
こ
れ
ま
た
今
後
の
課

題

で
あ

之つ
。

３
　
そ
の
他



特
に
そ
の
他
の
項
目
を
設
け
た
の
は
、
湖
北
省
江
陵
県
鳳
凰
山

一
〇
号
前
浜

早
期
墓
出
土
の
簡
積
の
た
め
で
あ
る
。
こ
の
簡
蹟
は
、
竹
簡

一
七
〇
点
、
木
蹟

六
点
あ
る
が
、
内
容
が
収
租
、
貸
穀
、
民
間
の
商
売
上
の
約
な
ど
の
経
済
史
料

で
あ
る
の
で
史
家
の
注
目
を
あ
つ
め
、
論
文
も
中
国

。
日
本
両
方
に
五
指
を
屈

す
る
程
あ
り
、
そ
の
見
解
は
な
お

一
致
し
て
い
な
い
。
こ
の
墓
は
ほ
ぼ
文
帝
―

景
帝
時
代
の
も
の
で
、
資
料
が
少
な
く
＾
従

っ
て
何
と
か
利
用
し
た
い
簡
蹟
で

あ
る
。
い
ち
い
ち
の
内
容
に
つ
い
て
ふ
れ
る
余
裕
が
な
い
が
、
好
並
隆
司

「
湖

北
江
陵
鳳
凰
山
西
漢
墓
出
土
の
十
号
墓
竹
木
簡
債
に
つ
い
て
」
（歴
史
学
研
究
４３６

一
九
七
一Ｃ

は
諸
説
を
紹
介
し
た
う
え
自
説
を
展
開
す
る
。

中
国

。
日
本
を
間
わ
ず
、
こ
の
論
争
に
共
通
し
て
い
る
問
題
点
は
、
十
号
墓

の
簡
憤
類
を
、
フ
ィ
ー
ル
ド
で
発
掘
し
た
簡
贖
と
同
様
に
取
扱

っ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
筒
贖
類
は
居
延
で
出
た
わ
け
で
は
な
く
、
墓
か
ら
出
上
し
て
い
る
の

だ
か
ら
、
何
故
墓
に
副
葬
し
た
の
か
と
い
う
面
か
ら
の
検
討
が
必
要
で
、
こ
れ

ら
が
公
文
書
か
私
文
書
か
の
議
論
な
ど
も
こ
の
点
の
検
討
を
す
ま
せ
た
上
で
為

さ
れ
る
の
が
よ
い
。
も
し
公
文
書
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
当
時
は
行
政
文
書
を
墓

へ
持
ち
込
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
官
僚
制
で
あ

っ
た
と
考

え
ね
ば
な
ら

な

い
。
そ
の
程
度
の
ル
ー
ズ
な
官
僚
制
を
用
い
て
皇
帝
権
力
を
徹
底
さ
せ
る
の
は

相
当
な
苦
労
が
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。
私
は
、
墓
主
の
生
前
の
私
的
経
済
活
動

を
し
め
す
私
文
書
と
考
え
る
方
が
副
葬
品
と
し
て
よ
り
適
切
で
は
な
い
か
と
思

う
。註ω

　
西
北
イ
ン
ド
を
中
心
に
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
バ
ル
テ
ス
タ
ン
、
東
西
ト
ル
キ
ス
タ

ン
で
用
い
ら
れ
た
文
字
で
、
前
五
、
四
十
三
世
紀
に
で
き
た
と
推
定
さ
れ
る
。
楼
蘭

遺
跡
か
ら
は
漢
文
木
簡
と
伴
出
し
た
。

甘
粛
省
博
物
館

「
甘
粛
省
武
威
発
現

一
批
西
夏
遺
物
」
考
古
３
　
一
九
七
四
年

一
八
九
〇
年
、
英
国
の
軍
人
の
Ｈ
・
口
ｏミ
ｑ

が
イ
ン
ド
政
府
の
命
令
で
新
彊
の
ク
テ

ヤ
ヘ
調
査
に
ゆ
き
、
樺
皮
に
書
い
た
貝
葉
形
の
古
経
を
得
、
イ
ン
ド
￥
者
ヘ
ル
ン
レ

（Ｈ
・
Ｈ
８
日
】ｅ

に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
た
。
後
に
は
貝
多
羅
と
い
う
、
シ
ュ
ロ
科
に

属
す
る
多
羅
樹
の
葉
を
用
い
て
仏
経
を
写
し
た
。
タ
イ
に
お
い
て
は

一
四
十
五
世
紀

で
も
書
写
材
料
と
し
て
用
い
て
い
る
。

＞
・
【
・
∞
ｏミ
日
け
ｐ
　̈
↓
す
ｏ
く
沖β
“
住
”
騨
盛
”
麹く
督．０す
∞
↓
”
ビ
鰊
∽
”
Ｂ
盛
↓す
留
ヽ
∽
ド
ユ
・

ぃ
０”
♯
０〇
一
歩
，
Ｈユ
ｏヽ
騨日

”
０〕
０
津
Ｈ
中り３
■す

“
”〕
盛
Ｘ
Ｘ
Ｈく
，∞
μΦ『
∽

現
実
に
は
写
真
番
号
と
図
版
の
ペ
ー
ジ
は
、
写
真
番
号
が
抜
け
て
い
る
こ
と
が
あ
っ

て
一
致
せ
ぬ
。
こ
れ
を
照
合
す
る
に
は
相
当
手
間
が
か
か
る
。

森
鹿
三
教
授
の
木
簡
研
究
論
文
は
、
同
教
授
の

『束
洋
学
研
究
、
居
延
漢
簡
篤
』
全

九
七
五
、
同
朋
社
刊
）
に
集
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
書
の
末
尾
に
、
拙
稿

「
森
鹿
三
先

生
と
木
簡
研
究
」
が
附
載
さ
れ
て
い
る
。
日
本
に
お
け
る
居
延
漢
簡
研
究
史
と
し
て

参
照
さ
れ
た
い
。

陳
槃
氏
の
研
究
は
、
陳
槃

『漢
晋
遺
簡
識
小
七
種
』

（
一
九
七
〇
、
台
北
刊
）
に
集

ま
っ
て
い
る
。

労
聡
氏
の
研
究
は
、
『労
珠
学
術
論
文
集
甲
編
上
下
』
全

九
七
六
、
台
北
、
芸
文
印

書
館
刊
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

大
庭
脩
　
臨
済
竹
簡
兵
書
と
兵
家
、
暇
唖
８
、　
一
九
七
七
　
参
照
。

黄
盛
蜂
　
雲
夢
秦
簡

《
編
年
記
》
初
歩
研
究
　
考
古
学
報
１
　
一
九
七
七

同
　
影
射
史
学
的

一
令
黒
標
本
―
―
批

〈夙
云
夢
秦
簡
看
秦
代
的
反
隻
辟
斗
争
〉
天

津
師
屯
辛
報

一
九
七
七
十
六
。

同
　
一パ
少
秦
簡
排
正
考
古
学
報
　
一
九
七
九
十

一
。

古
賀
登
　
中
国
吉
代
史
の
時
代
区
分
問
題
と
雲
夢
出
上
の
秦
簡
。
堀
毅
　
雲
夢
出
土

の
秦
簡
の
基
礎
的
研
究
。
史
観
９７
　
一
九
七
七
。

古
賀
登
　
尽
地
力
説

・
肝
隔
制
補
論
―
―
主
と
し
て
雲
夢
出
土
秦
簡
に
よ
る
―
―
早

(3)(2)101 (9)
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山 東 省

江 蘇 省

江 西 省

新彊ウ イグ
ル自治区

遺 跡 名

臨流 銀雀山 1号墓
同   2号 墓

連雲港市 海州
塩城 三羊域
連雲港市 羅費墓
″  侍其訴墓

安 徴 省 1阜陽 双古堆Ml

河 南 省 1陳県 劉家渠23号墓
信陽 長台関

湖 北 省 1江陵 望山 1号墓

湖 南 省

″    2号 墓
雲夢 大墳頭
江陵 藤店 1号墓
ク 鳳凰山 8号墓
ク  10号墓

光化 五座墳
江陵 鳳凰山167号墓
ク   168号墓

雲夢 睡虎地■号墓

長沙 五里牌 406号墓
長沙 203号墓
長沙 楊家大山401号墓

長沙 仰天湖
長沙 揚家湾M006号墓

長沙 馬工堆 1号墓
″   3号墓

敦爆附近
//

エテナ川流域
ロプノール北岸

敦爆附近

武成 磨IIE子 6号墓
″  18号墓

武成 早灘妓
工矛ナ川流域

南昌 永外正衝Ml号墓

楼蘭

尼雅

楼蘭

尼雅

楼蘭
//

吐魯番 TAM53号墓

甘 粛 省

省 別 簡 憤 出 土 表

戦
//

前

ク

前
//

//

ク

前漢,後漢

魏 ・ 晋

//

ク

//

//

//

簡 臆 数 出土年

1972

//

竹

竹

木

木

本

木

Ｚ

６６

木

竹

漢

　

末

　

漢

　

漢

漢

国

国

　

漢

国

漢

　

　

　

　

　

国

漢

ク

漢

ク

　

″

　

　

　

　

　

″

　

　

　

ク

″

夕

″

圭索

　

　

″

一剛

　

前

前

　

前

前

戦

戦

前

戦

前

　

　

　

戦

前

稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
２３
　
一
九
七
八

堀
毅
　
秦
漢
刑
名
孜
―
―
主
と
し
て
雲
夢
出
土
秦
簡
に
よ
る
―
―
早
稲
田
大
学
大
学

院
文
学
研
究
科
紀
要
別
冊
４
　
一
九
七
八

秦
簡
講
説
会

「湖
北
睡
虎
地
秦
墓
簡
」
訳
註
初
稿
　
中
央
大
学
論
究
一
〇
十
一
　

一

九
七
八

⑭
　
大
庭
脩
　
雲
夢
出
土
竹
書
秦
律
の
研
究
　
関
西
大
学
文
学
論
集
２７
１
１
　
一
九
七
七

参
照

⑬
　
一
九
五
七
年
に
河
南
省
信
陽
長
台
関
戦
国
墓
で
発
掘
さ
れ
た
竹

・
木
簡
中
に
は
書
物

が
あ
る
も
よ
う
で
あ
る
。
中
国
社
会
科
学
院
考
吉
研
究
所
は

「信
陽
楚
墓
」
の
報
告

書
を
準
備
中
で
あ
る
由
。

な
お
、
夏
嬬
先
生
の

「
近
年
来
中
国
考
古
発
現
和
研
究
」
の
講
演
で
、
最
近
発
掘

の
曾
侯
墓
か
ら
二
百
枚
の
竹
簡
の
遣
策
が
出
上
し
て
い
る
旨
を
述
べ
ら
れ
た
。

1974

竹

竹

国

前湊,後漢
前   漢
ク

竹

木

竹,木

竹

竹   175
竹,木  170
竹   約30

竹  1,000余

竹   38
木    9
木          1

漢 1竹 312,木 48

午1 403,メに 7

４９４２
３２

２
１
７
２

利

２
Ｗ

２３
・３
１
２４

９６２

９６３

９７３

ク

９７７

９５６

９５７

９６５
ク
躍
９７３
ク
″
″
９７５
ク
９７５
1951

1951^ψ 52

//

1953

1954

1972

1973

漢 1竹,木  7021 1907
木   1661 1914
竹,木 10,000余 11930～ 31

功(        71 1   1932

竹,木  481 1944
竹,木  5041 1959

10 1    //

92 1   1972

竹,木 19,63711973～ 74

木

本

木

木

木

木

木

木

11 1    ク

121 1   1901

50 1   1901

173 1   1906

5 1 1908-09

48 1 1913ハャ15

1 1 1966′‐v69


